SNS投稿素材の著作権譲渡契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と●●（以下「乙」という。）は、SNS投稿素材（以下「本素材」という。）の著作権の譲渡および関連する権利義務関係について、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（目的）
甲は、乙が制作した本素材を自社のSNSアカウントまたは広告媒体において利用するにあたり、乙が本素材の著作権を甲に譲渡し、甲がこれを受けることを目的とする。

第2条（定義）
本契約において「本素材」とは、乙が甲の依頼に基づき制作し、納品するSNS投稿用の写真、動画、文章、音声、グラフィック、キャプションその他一切の成果物をいう。

第3条（制作及び納品）
1. 乙は、甲の指示内容に従い、本素材を誠実に制作し、甲が指定する形式および期日までに納品するものとする。
2. 甲は、納品物を確認し、修正が必要な場合は乙に対して修正指示を行うことができる。乙はこれに誠実に対応する。

第4条（著作権の譲渡）
1. 乙は、制作した本素材に関する著作権（著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む一切の権利）を、納品時点で甲に譲渡するものとする。
2. 乙は、前項の譲渡に伴い、甲が本素材を任意に複製、編集、翻案、公衆送信、改変、翻訳、宣伝利用等できることをあらかじめ承諾する。
3. 乙は、本素材に関して著作者人格権を行使しないものとする。

第5条（報酬）
1. 甲は、乙に対し、本素材の制作および著作権譲渡の対価として、別途定める金額を支払う。
2. 報酬は、甲の検収完了後、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。

第6条（再利用および二次利用）
1. 甲は、譲渡を受けた本素材を、SNS投稿以外にも、ウェブサイト、広告、パンフレット、動画、展示会資料等、あらゆる媒体で自由に利用することができる。
2. 甲は、上記の利用に際し、乙への追加報酬を支払う義務を負わないものとする。

第7条（第三者権利の非侵害）
1. 乙は、本素材の制作にあたり、第三者の著作権、肖像権、商標権、パブリシティ権その他一切の権利を侵害しないよう十分な注意を払うものとする。
2. 乙が本条に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合、乙は自己の責任と費用においてこれを解決し、甲に一切の迷惑や損害を与えないものとする。

第8条（秘密保持）
乙は、本契約に関連して知り得た甲の営業上、技術上または個人に関する一切の情報を第三者に漏らしてはならない。本義務は契約終了後も存続する。

第9条（契約期間）
1. 本契約は、締結日から1年間有効とする。
2. 契約期間終了後も、第4条、第6条、第7条および第8条の規定は有効に存続する。

第10条（契約の解除）
1. 甲または乙が本契約に違反し、相手方から書面による催告を受けたにもかかわらず、相当期間内に是正されない場合、相手方は本契約を解除できる。
2. 前項の解除により損害が生じた場合、違反当事者はその損害を賠償するものとする。

第11条（損害賠償）
乙は、本契約に違反したことにより甲または第三者に損害を与えた場合、甲に対してその損害（弁護士費用を含む）を賠償しなければならない。

第12条（契約の譲渡禁止）
乙は、甲の書面による事前承諾なしに、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第13条（準拠法および管轄）
1. 本契約は、日本法を準拠法とする。
2. 本契約に関して紛争が生じた場合、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自一通を保有する。

令和●年●月●日

甲　●●株式会社
所在地：〒●●●-●●●●　東京都●●区●●町●丁目●番地
代表者名：●●　印

乙　●●
住所：〒●●●-●●●●　●●県●●市●●町●丁目●番地
氏名：●●　印

